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1 17 030301020102
社会・
障害者
福祉

小諸学舎デイサービス利用者
負担金 2

佐久市が単独で実施している。 合併時、新市の区域で現行どおり実施する。
デイサービス事業の内容
在宅の障害者が、デイサービスセンターへ通所して、創
作活動、軽作業、日常生活行動訓練等を行う。

2 17 030303010602 高齢者
福祉

高齢者にやさしい集会施設等
整備事業 2 佐久市が単独で実施している。 合併時、佐久市の例により実施する。

　高齢者が利用する既存の集会施設の環境整備を図
り、高齢者福祉の増進に資するため、高齢者の利用に
配慮した集会施設等整備事業に対し補助金を交付す
る。
【対象施設】
　各地区の公会場のうち、階層が２以上で、かつ２階以
上の階に便所が設置されていない公会場の２階以上に
便所及び洗面所を設置する場合。
【補助対象経費】
　公会場本体の２階以上の階に便所及び洗面所を設置
するために要する経費（工事費に限る。）。ただし面積
基準・単価基準については別に定める。
【補助率】
　３分の２以内。ただし１２０万円を限度とする。
【面積基準及び単価基準】
　９．９１㎡以下、１８１，７００円／㎡以下

3 28-3 010304010401 保健 各種予防接種 3 ４市町村で実施しているが、接種方法・接種委託
料・接種自己負担金額に差異がある。

１．合併時、予防接種法・結核予防法に基づく予
防接種を実施する。
２．接種方法の集団・個別を統一する。
３．接種自己負担金額はインフルエンザ１，０００
円とし他は無料とする。
４．接種委託料はワクチン購入費を含めた金額と
し、医師会等委託先と調整のうえ決定する

　予防接種法に基づく予防接種を行う。
・一類疾病…ジフテリア、百日せき急性灰白随炎（ポリ
オ）、麻心、日本脳炎、破傷風、政令で定める疾病
・二類疾病…インフルエンザ（高齢者であって政令で定
める者）
集団及び個別の区分は臼田町・浅科村の方法により、
接種委託料は臼田町の例を基本とする。

＊各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。

保健福祉専門部会協議内容一覧

支援費制度の実施により、負担金の支払いを行っての事業実施は終了している。
このため、事業項目を削除する。
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